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第２章

開発援助と障害

――政策実践のためのフレームワーク――

久 野　研 二

はじめに

　耳の聞こえない子の母のところに「補聴器の申請と学校の入学手続きをし

てきたわ」と自慢げに訪ねてきたワーカーに対して「あの子は昨日，飢えと

下痢で死んでしまったわ」と答える母親（図１）。この絵は，開発援助もしく

は開発協力という文脈において障害と取り組む際の課題の核心を描いている。

　途上国の障害者は障害だけではなく，ほかの人々と同様に貧困や差別，不

平等など多くの課題に直面している。にもかかわらず，障害は障害，貧困は

貧困とその人の課題は分断され，別々の枠組みで取り組まれてきた（���������

［１９９３］）。この絵は，障害にしろ貧困にしろ，ある課題に取り組むには，それ

らを生活や社会というひとつの包括的な枠組みのなかで捉えることの重要さ

を示唆している。「貧困や差別といったさまざまな課題を含む生活や社会と

いう枠組みのなかに障害をどう位置づけ，捉え，そして取り組むか」，それが

開発援助という文脈で障害と取り組むことの今日的課題となっている（����

［２００３］）。しかし，それは単に，保健や医療の枠内で効果的なサービス提供戦

略を考えるといったことではなく，開発援助という介入を障害の視点から問

い直し，その枠組みそのものを変革していくことをも意味している。

　論を進める前に，この「開発援助・協力｣の意味を再確認しておきたい。



「�������」とは本来，封印するという意味の�������に否定を表す接頭語「���」

をつけた単語で，有機体が発生時に与えられた潜在能力を発現していく過程，

もしくは「封印されたものを解き放つ」ことを意味する（山内�［１９９９��１２９］）。

発達や発展という訳語はこの意味をよく反映しているだろう。つまり，「開発

（����������	）」とは本来は対象に対して何かを外部から注入するということ

ではなく，内なる力が引き出されることを意味している。一方で，途上国の

そのような内発的な過程を外部の第三者が支援することが「開発援助」

（����������	
���）や「開発協力」（����������	
������	���）といえる。

　「途上国において障害とどう取り組むか」という議論は比較的なされつつあ

るものの，この「開発援助」という枠組みや行為全体を「障害」という視点
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図１　開発と障害　乖離する取り組み

○　David WernerC

（出所）D. Werner and B. Bower, Helping Health Workers Learn, The Hesperian Foundation, 1982.



から捉えなおす議論や政策提言はまだ十分になされているとはいえない。し

かしながら，本稿でも論ずる複線アプローチの必要性を論じてきた英国国際

開発庁の一連の論考や調査研究�（����［２０００］；���������	［２００６�］，［２００６�］），

自国の障害政策の評価検証を客観的に行ってきた米国国際開発庁の調査

（�����［２０００］，［２００３］），また比較的早い段階に障害者自身の視点から開発

援助に関して論じてきたダイアン・ドリージャーや障害者インターナショナ

ルの代表らによる提言などは示唆に富んでいる（������������［１９９１］；��������

［１９９６］）。

　本章では，先の課題認識のもと，これらの先行研究を踏まえ，障害と取り

組むための開発援助・協力の具体的な政策実践の枠組みや戦略を考察する。

第１節　開発援助と障害――その課題――

　開発援助における障害の位置づけと取り組みは，開発概念の変化にともな

い変化してきた。近代化や経済成長指向の開発のもとでは障害者はそれに貢

献しないものとして捉えられ，障害は開発の課題とはみなされず，開発の枠

組みのなかではなく慈善や弱者保護という枠組みによってのみ取り組まれた

（����������������［２０００］）。構造調整政策のもとではそのような取り組みさえ

も開発の効率を妨げるものとしてさらに縮小されてきた。しかし，経済成長

ではなく貧困や人権，民主主義や生活の質が開発の課題となりつつあるなか

で，障害はジェンダーなどと同様に開発の枠組みにおける分野横断的な課題

として認識されはじめている（����［２００２］）。

　２１世紀の開発援助の基本的な枠組みであるミレニアム開発目標の達成を考

えてみる（����［２００２］）。８つの目標の最初にあげられている「極度の貧困

および飢餓の撲滅」の達成目標は，２０１５年までに１日１ドル未満で生活する

人口の割合を１９９０年の水準の半数に減少させることである。一方，貧困層の

６人にひとりは中・重度の障害者であり，その数は飢饉や紛争などによって
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増加しており，家族を含めればその割合はさらに増す（����［１９９５］）。目標

の２つめとしてあげられている「普遍的初等教育の達成」では，２０１５年まで

にすべての子供が男女の区別なく初等教育の全課程を修了できることが達成

目標となっている。先進諸国の歴史をみてもわかるように，貧困層や女子児

童，民族的少数者に対する不平等が解決してもなおこの教育機会の平等から

取り残されているのが障害者である。差別や不平等に苦しんでいる人々のな

かでも，さらに参加の機会が奪われ，後ろへ後ろへと押しやられ，社会の発

展から最も取り残されているのが障害者であるといっても過言ではないだろ

う。開発援助の目標は，障害と取り組むことなしには達成できないのである。

　しかし，それは単に障害者の心身機能障害の回復の取り組みを拡充すると

いうことではない。上記のような貧困や教育などの取り組みひとつひとつに

おいて障害と取り組むことである。世界的な障害者自身の団体である障害者

インターナショナル（���）の元議長であるキョンキョラは「障害者は障害と

いう問題にだけ直面しているのではなく，ほかの人々と同様に生活上のさま

ざまな課題に直面している“全人間”であり，開発機関の障害政策は単に障

害だけではなく，生活というすべての側面と取り組むことを示唆するもので

なければいけない」（��������［１９９６��１１］）と述べている。

　こういった取り組みを妨げてきた３つの背景のひとつは，障害者が直面し

ているさまざまな問題の原因は障害者個人の心身の機能障害であり，障害者

はまずこの機能を回復し“健常者”となることが必要で，それによりほかの

課題も解決できるとする「障害の医学モデル」とよばれる見方が開発援助機

関にも広く受け入れられてきたことにある（�����［１９９６］）。それは，“健常者”

であることを社会参加や平等な機会の前提とする見方を強化し，障害の取り

組みを医療の枠組みに押しとどめ，結果として包括的な生活支援を導かず，

多くの障害者を一般の社会開発の取り組みから排除してきた。

　もうひとつの原因は，従来の貧困を捉える枠組みは障害をそのなかに位置

づけず，同様に障害を捉える枠組みは貧困やそのほかの社会的課題をそのな

かに位置づけてこなかったことにある。ある途上国の農村で貧困に直面して
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いる少数民族の女性障害者は，障害だけではなく，貧困や性差別，人種差別

や地理的不平等にも直面している（�����［２００３］）。その全体状況のなかから

障害や貧困だけを取り出して取り組んだとしても，この女性の生活上の問題

を解決することにはならない。さまざまな差異や課題を生活という視点から

包括的に捉え取り組むことが必要なのである。３つめの原因は，開発が国家

の経済発展を志向してきたことにより，生産者とみなされない障害者はその

枠組みのなかには位置づけられなかったことによる。

　こういった両者の乖離を埋め，障害という課題を開発のなかに位置づける

ために「貧困と障害は相互の原因と結果である」という論理展開がなされ，

それは開発援助機関によっても受け入れられ，障害を開発の枠組みのなかに

組み入れることに一定の進歩を生んだ（����［１９９２］）。しかしそれは貧困と障

害を２つの異なる枠組みに属する課題とする点を変えてはおらず，障害を開

発の枠組みのなかに位置づけること，また開発の枠組みそのものを変えるに

は至らなかった。障害を開発援助という大きな枠組みのなかに位置づけるこ

とを可能にする包括的な枠組みがないかぎり，途上国の障害（者）問題と取

り組むことは可能であっても，それを開発というより大きな全体の枠組みの

なかに位置づけることはできず，貧困や差別といった課題に対する取り組み

との連携も困難となり，障害への取り組みは開発の本流から外れ，結果とし

て補助的な課題として扱われてしまう（久野［２００４］）。

　これらに対して，障害を捉える視点としては，障害の主課題を差別や不平

等と捉え，障害者が機能障害を抱えつつも自立し社会参加していくことを支

援する「障害の社会モデル」の重要性が認められつつあり，開発における障

害の視点を統合する枠組みとしては，センのケイパビリティ・アプローチが

注目されはじめている（���［１９９９］）。
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第２節　統合と分析のフレームワーク――ケイパビリティ・ア

プローチ――

　開発援助においては，経済的な視点から貧困を捉える枠組みが主流であっ

た。しかし近年，より包括的な視点から貧困という状況を捉える視点として，

社会的排除や持続的生計アプローチ，また人間開発といった枠組みが検討さ

れはじめている。そのなかでも特にケイパビリティ・アプローチについては，

開発と障害双方の分野から開発と障害を統合させる枠組みとして注目され，

検討が重ねられはじめている（図２）（�����［２００２］；�����［２００３］）。世界銀

行も２００４年の障害に関する世界会議においてセン自身を招待し，開発と障害

におけるケイパビリティ・アプローチの可能性について検討している（���

［２００４］）。ケイパビリティ・アプローチとは，「～であること」や「～できる

こと」というさまざまな「機能（�����������	）」の達成可能性を表す｢ケイパ

ビリティ（�����������	）」の幅によって，人々のよい生（����������）や生活の

質を直接捉えようとする視点・思考の枠組みである。すべての人間は異なる

という人間の多様性を基礎に，所得という手段や効用という結果，または環

境や制度という形式的な機会の平等によってではなく，資源と個々人の特性，

そして環境という生活に影響を与える３つの要素をケイパビリティに変換し

たうえで，多様な個々人の生活と実質的な機会の平等を捉えようとする。ま

た，エージェンシーという個人の主体的な行為を捉える視点も併置される。

　このケイパビリティ・アプローチは，開発の枠組みにおいて障害と取り組

むこと，つまり開発における障害のメインストリーミングとインクルージョ

ンに対して多くの利点を示唆している。最も重要なのはケイパビリティとい

う概念の創出により，貧困の概念を単なる「所得の低さ」から「人間発達や

実質的機会の不平等，不自由」に変換したことで，開発と障害をケイパビリ

ティというひとつの地図（フレームワーク）のうえに位置づけ描き出す事を可

能にし，結果として開発における障害のメインストリーミングを可能にする
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点にある。加えて，人間の多様性に立脚することで，障害者と非障害者とい

う二分法によらないために分離型のアプローチではなく統合的なアプローチ

を導く。また障害だけではなくさまざまな差異や課題を反映するため，障害

「者」の生活全体を包括的に捉えることを可能にする。３つの変換要素に着目

することで，個人と環境双方と取り組むことを導くとともに，単に制度や環

境だけを捉えることでの「形式的な」機会ではなく，個人の特性や経済状況

を反映し，実際にできるかどうかという「実質的な」機会を捉えるというこ

とを導く。これは障害者の場合，特に重要な視点となる。この変換要素には

単に障害者本人の障害の課題だけではなく，障害者の家族が直面している介

護負担や精神的な苦痛なども反映することが可能であり，障害の多様な側面

が反映できるものである。またそれぞれの変換要素を独立したものとしてで

はなく相互作用の結果としてみることで，あるひとつの結果を導く際の介入
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図２　開発と障害を統合するフレームワーク

障害分野 開発分野

（出所）筆者作成。

分析：ケイパビリティ・アプローチ

実践：複線アプローチ



の選択肢の幅を広げることを可能にしている。そして，障害者本人の選択と

決定を重視し，エージェンシーという行為を価値づけることで，障害者自身

の参加と意思決定の重要性を確保している（岩崎［１９９７］）。

　しかしその一方でいくつかの留意すべき点もある。それまで国家や制度と

いった点に着目してきた開発分野においては，人間という視点を中心に据え

ることは新しいパラダイムの提示となったが，逆に障害者にのみ着目し，社

会の在り様には十分に着目しない障害の医学モデルが支配的であったリハビ

リテーション分野においては，ケイパビリティ・アプローチはその視点の再

強化となりかねない（���������［２００４］）。個の特性と環境の両者を捉えようと

する中立的な概念は，結局は障害の理解を“修正”医学モデル的なものへと

矮小化させる危険性をもはらんでいる。また，センは家父長的な介入は否定

しつつも，国家や第三者による介入を肯定的に捉えており，当事者本人のエ

ンパワメントとしての改革への参加が，このフレームワークにおいて現実的

にどの程度反映できるかは明確ではない。加えて，ケイパビリティ・アプロー

チは，たとえば，｢教育を受ける｣というケイパビリティが，どのように阻害

されているかを環境や個人の特性などから多面的に理解し，分析するフレー

ムワークは提供するが，各要素がなぜそのような状態になったのかという原

因を明らかにするフレームワークではない。それを理解するには障害のモデ

ルを反映することが必要となる（久野・������［２００３］）。

　このような留意点を忘れずに用いれば，このケイパビリティ・アプローチ

は開発援助という枠組みで障害を読み取っていくための分析的な枠組みとな

りえる。この分析の枠組みで導き出された多様な介入を，開発援助の実践に

反映していくフレームワークとして注目されているのが，複線アプローチで

ある。
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第３節　実践のフレームワーク――複線アプローチ――

�開発援助における「障害のメインストリーミング」と「障害者のエンパワメ

ント」を開発援助というひとつの枠組みのなかで平行して推し進めることを

目指すのが，複線アプローチの考え方であり，多くの政府開発援助機関がこ

のアプローチを障害戦略の基本的枠組みとして論じ採用している（国際協力

機構［２００３］）。

�「障害のメインストリーミング」とは，開発援助のすべての取り組みにおい

て，障害者に対する差別や不平等・排除をなくし，障害を医療や教育という

ある１分野の課題とするのではなく，開発のさまざまな分野にまたがる分野

横断的な課題と位置づける。具体的な取り組みとしては，包括的な政策を推

進する「障害政策・指針」の策定，開発援助における障害者排除の状況を分

析し取るべき方法を示唆する「開発の障害分析」，障害を差別や不平等の課題

として認識し障害のメインストリーミングを進めるための「障害教育」，そし

て参加を推し進めるための参加型開発の手法やツールにおける障害配慮の追

加検討などが具体的な手法となる。

　「障害者のエンパワメント」とは，問題解決能力や自信の獲得，意識化や連

帯などを目標とする取り組みで，心身の機能回復はあくまでもその一部にす

ぎない。具体的には障害者団体の設立や育成，自立生活プログラムや障害者

リーダーシップ研修，また本来の目的に沿った地域社会に根ざしたリハビリ

テーション（���������	
���	��������������	�
�）の実践などがある。

　複線アプローチについてひとつ留意すべき点は「多分野アプローチ（������

��������	
�������������������）」と混同しないことである。両者には根本的な

違いがある。多分野アプローチは，従来のアプローチが医療や教育という一

部の分野に偏りすぎ，ほかの分野における取り組みが不十分である点を問題

とし，障害者問題に取り組む分野を広げ，取り組みの量を増やすことによっ

て解決を図ろうとする。しかしこの解決法は，拡大した分野において「障害
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者のための特別なプログラム」を一般のプログラムに追加する方法を取り，

一般のプログラムがなぜ障害者を排除してきたのかを問題視し，一般のプロ

グラムそれ自体をインクルーシブなものに変えることを目指しはしなかった。

つまり，結果として多分野アプローチは障害者を区別する分離型アプローチ

を継承し，排他的な政策のあり方の転換や障害者の真のインクルージョンを

導いたりするものとはなっていない（久野・中西［２００４］）。

　複線アプローチのうち，より重要で基礎となるのは前者の「メインストリー

ミング」の取り組みであり，次節ではそこに焦点を絞り論ずる。

第４節　具体的な方法論――メインストリーミングのために――

　

　メインストリーミングの取り組みでは，開発援助の枠組み全体において障

害と取り組むための指針がまず必要となる（障害政策）。加えて，開発援助に

取り組む各人が障害について適切な理解をしていることが必要である（障害

教育��障害平等研修）。そのうえで，指針の目的を実践に移すための具体的な手

引きとその実施のモニタリングが求められる（開発の障害分析）。また，このよ

うにある種“トップダウン”的な枠組みから推し進めるのと同時に，草の根

の活動からも障害者のインクルージョンが同時に進められることが必要であ

る（草の根のメインストリーミング戦略）。そして，開発援助全体におけるさま

ざまな参加支援の手法においても障害（者）への配慮がなされていく必要があ

る（障害配慮）。本節ではこれら５つの点について具体的に考察していく。

　１．障害政策��メインストリーミングの枠組み形成のために�

　米国国際開発庁（�����）とノルウェー開発協力機構（�����）は障害政

策を，日本の国際協力機構（����）とスウェーデン開発庁（����）は障害指

針を有している（�����［２００２］；�����［２００２］）。デンマーク国際開発省
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（������）とフィンランド外務省は障害政策を有していないが，それぞれの

協力団体であるデンマーク障害者団体協議会（���）とフィンランド福祉保健

研究開発センター（������）が政策と指針を有している（���［１９９１］；�����

［１９９６］）。英国国際開発庁（����）は障害分野課題報告書において基本的理念

とアプローチを述べ「知識と調査プログラム」において「障害と健康」を５

つの調査分野のひとつとして取り組んでいる。

　上記開発援助機関の障害政策や指針の基礎となっているのは，障害を貧困

と人権，機会の不平等や社会的排除，そして開発のすべての分野にまたがる

分野横断的課題として捉えること，そして開発という取り組みとその成果か

ら障害者が差別・排除されることなく「すべての人の開発」を実現すること

にあり，具体的には以下の点が共有されている。

・��国連の障害分野における重要な指針となっている「障害者の機会均等化に

関する基準規則」および｢障害者に関する世界行動計画｣を促進すること。

・��障害と障害者の開発への統合と障害者のエンパワメントの両者を平行して

進める複線アプローチをとること。

・開発のすべての分野・過程において障害者の参加を重視すること。

・��機能回復に焦点をあてたリハビリテーション以上に生活のあらゆる面にお

ける自立と社会参加のための支援をすすめ，インクルージョンと機会の保

障の取り組みを重視すること。

・��障害者団体の設立・育成とそのための研修など障害者自身への直接的な支

援によってエンパワメントを行うこと。

・��援助・協力対象となる相手国政府や機関もこの政策・指針に沿った取り組

みができるよう支援すること。

・��組織自体の変革が最も重要であり，そのための職員研修・教育において障

害分野を取り上げること。

　障害政策の課題は，その内容にというよりもその理念の具体的な実施にあ
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るといえる。定期的な政策評価を行っている�����も障害政策の根幹であ

る障害（者）の開発へのインクルージョンの難しさを報告している（�����

［２０００］，［２００３］）。その基礎には障害（者）問題の無視や軽視，それによる低

予算，また政策や指針に強制力がともなわないことなどがあるが，より根源

的な理由は，この政策の実現にはその機関の開発の枠組のそのものの転換が

求められる点にある。もう１点は，理念を実現する具体的な方法が指針や政

策に付随して明らかにされていないことにある。

　２．障害教育――障害平等研修��メインストリーミングを推進する人材育

成のために――

　障害のメインストリーミングと障害者のインクルージョンを目指した障害

政策を進めるには，それを進める開発援助機関の職員自身が障害を社会的不

平等として理解し分析する視点を身につけている必要がある。そういった障

害教育・啓発の方法論として注目されているのが，障害平等研修である

（�����������	�
����［２００３］）。

　従来よく行われてきた，実際に車椅子に乗ったり目隠しをしたりして行う

障害の疑似体験を中心にするような障害教育や啓発は，結局は障害の理解を

機能的な側面に押しとどめ，差別や不平等という障害の本質についての理解

を導かない。またそのような疑似体験は障害者の「できない・困難」という

負の側面を強調し，障害者を「できない人」とみる見方を強め，かえって差

別的な見方を強化する（������［１９９２］）。

　障害平等研修では，社会の障壁・差別としての障害の理解を深めるととも

に，実際にそれらの障壁を崩していくための方策を考えていくことをも重視

する。ゆえに，障害平等研修の柱は，（１）障害を権利・不平等・差別の課題

として捉える障害の社会モデルの視点を獲得し，（２）そのような障害をなく

していくための手段・方法として，既存の法律や制度，アクセスやサービス

などについての理解を深め，（３）この「視点」と「手段」をもとに自分自身
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の生活や仕事を通してより平等な社会を実現していくための行動計画を作り

上げること，の３つである（表１）（ギャレスピー＝セルズ／キャンベル［２００４］）。

その方法は事例検討やロールプレイ，ワークショップなどが中心となる。

　３．開発の障害分析��メインストリーミングの指針と確認�

　開発に障害の視点を反映させる指針の必要性が国連によって提起されたの

を受け開発されたのが「開発における障害の視点��包括的計画の手引き」と

開発プロジェクトの障害分析チェックリスト（�����������	���
���������
）

である（�����［１９９６］）。���は１０の基本的質問とそれに付随する３７の下位質

問で構成されており，現在までにフィンランド外務省などによって用いられ

ており，アジア開発銀行もその利用を検討している（表２）。

　障害の視点を反映したプロジェクトを行うには，まず，プロジェクトの受

益者として障害者が含まれていること，そして彼らのニーズが反映されるこ

とがプロジェクトの成功のために必要であるという認識をもつことが出発点

となる。そのうえで，プロジェクト自体が持続可能で対象者のエンパワメン

トと機会の均等を考慮していることも重要となる。これらをもとに，障害分

析をしていくには，データ収集，分析，記録，評価のすべての段階に障害の

視点が組み入れられること，障害者・障害当事者の団体との平等な協力の制

度化，障害者の職員としての雇用機会の均等化，障害分析とその基準の確立，
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表１　障害平等研修の概要

・障害を身体機能の問題としてではなく権利と機会の不平等という社会の障壁・差別

として捉える

・障害の医学モデルではなく社会モデルを基礎にする

・単なる啓発や表層的な行為の変化ではなく，差別や不平等の原因とメカニズムを理

解し実際に社会を変革していく行動を形成する

・“できないこと”や障害の機能的側面の理解しか強調しない疑似体験を用いない

・障害者本人が指導者となる

（出所）ギャレスピー=セルズ／キャンベル［2004：56］



プロジェクト協力団体との障害政策の共有などが必要である。

　しかし，開発に障害の視点を組み入れていくには障壁も多い。最大の障壁

は“障害者は特別な存在で，一般の開発のなかで扱うのではなく，特別な政

策と介入方法が必要である”という考え方の流布である。そのため「手引き」

では，プロジェクトにかかわる職員自体の教育の重要性が何度も述べられて

いる。また予算的制限を理由とし，障害者をプロジェクトの対象外とする例

も多いが，���を起案当初から用いて障害分析をすれば，あとから障害者の

ための特別なプロジェクトを追加したりするよりは経費的には低く抑えるこ

とができるとしているし，障害者が参加するための経費は必要なものとして

計上されるべきでもある。またプロジェクトのすべての記録に障害（者）に関

して明記していくことも重要である。しかし，最も大事なことはそのプロ

ジェクトの一次受益者に含まれる障害者がさまざまな段階でプロジェクト実

施者として参加することであり，それによって上記のような点も留意される。

　「障害分析」のチェックリストの利用にあたってひとつ留意すべきことは，

それが「障害配慮」の単なる証拠作りとして使われることである。チェック
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表２　障害分析チェックリスト（RHA）

１．プロジェクトが障害（者）にかかわるかどうかの確認

２．障害分野への関連程度（４段階）の決定と、障害に関する政策・情報のプロジェ

クトへの反映（５）

３．障害を分析していくうえで必要な人々・機関の参加（２）

４．プロジェクトの目的と国際条約・政策などとの整合性（６）

５．受益者および協力者としての障害者のプロジェクトへの参加の保障（３）

６．プロジェクトに負の影響を与える内的・外的要因（リスク）への障害の視点から

の分析の有無（４）

７．障害者の参加の保障（４段階の関連程度に応じた措置）（５）

８．障害（者）の視点からみた活動の持続性（６）

９．計画全体の障害分析（２）

10．評価における障害分析（４）

（出所）Wiman［1996:173-178］
（注）括弧内は各項目における下位の質問数。



リストで確認ができるのはあくまでも最低限の「した・しない」という確認

にすぎない。先んじているジェンダー配慮などでもジェンダー配慮チェック

リストがこのような単なる証拠作りとなってしまっている例もあり，注意が

必要である。

　４．“草の根”からのメインストリーミング戦略――開発における障害への

コミュニティ・アプローチ――

　草の根における障害分野の戦略として���が広く実践されてきたが，その

多くが単なるリハビリテーションの提供にとどまっている。この結果を踏ま

え，もう一度本来の目的に立ち返り，草の根から“ボトムアップ”的にイン

クルージョンを推し進めるアプローチとして開発されたのが「開発における

障害へのコミュニティ・アプローチ（���������	
��������	��	������	���

����������	
����）」である（���������	�
����
����［２００１］；��������	
��	��������

［２００２］）。現在，南アジアを中心に実践されている（１）。

　����の戦略は，「障害→貧困→社会からの排除→障害」という悪循環を断

ち切ることにあり，次のような立場をとる。

・障害者は独立した受益者集団ではなく，女性や子供などすべての受益者集

団の一部をなし，また逆に障害者という集団は多くのほかの受益者集団の

集合からなっていると理解する。

・狭義の医療的なリハは，身体機能という障害（者）問題のごく一部のみを

解決するに過ぎない。

・障害者の不利益は，自身の機能障害以上に社会の障壁や偏見によって増強

されている。

　具体的には，身体の機能障害ではなく障害者が直面しているさまざまな社

会生活上の不利益に対応することを目指し，障害に特化したサービスではな
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く基本的なニーズを満たすことを中心におく。実践にあたっては，開発と障

害にかかわるさまざまな機関が「障害者のための新しいことを始める」ので

はなく「既存の活動の方法を変えることで障害者を受益者に加える」ことを

支援する。そのための緩やかなネットワークの形成と障害（者）のインクルー

ジョンに必要な支援の提供が����推進機関の役割となる。

　バングラデシュなどでは，����の導入によってそれまで障害者が受益者

となっていなかった多数の草の根の開発���の活動に障害者が組み込まれ

るという効果も出始めている。一方で課題も明らかになりつつある。ひとつ

にはインクルージョンのための資金的・人材的な投入が困難な���が少なく

ないこと。２つめは，資金の取り合いや理念の相反，個人的な利害の反目な

どにより���同士のネットワーク形成は現実には容易ではないこと。そし

て３つめは評価の指標である。����によって���にとっては受益者の幅

が広がる一方，従来のように対象が非障害者に限定されたものと比べ，活動

の「効率」は低下する。活動の評価が効率や単純な受益者数のみで行われる

限り，����によるインクルージョン・アプローチの導入は逆に負の評価を

得ることになる。単なる対象者数や効率だけではなく，社会的弱者をより含

む「受益者層の拡大」などの重要性が���とそのドナーに理解され，それを

評価する指標の形成も重要となる。

　５．障害者の実施プロセスへの参加支援��ひとりひとりの声を聞くために�

　障害のメインストリーミングを進めるにあたって最も重要であるのは，開

発援助のそれぞれの取り組みの受益者に含まれるひとりひとりの障害者がそ

のプロセスと結果へのアクセスが保障され，参加できることである。同じ村

において障害者と地域社会の社会資源との関係性を，障害者のグループとそ

のほかの村人の２つのグループに図示してもらった図３が示すように，障害

者の視点や利害は非障害者とは必ずしも同じではない。図３の比較は，村人

は，地域社会の社会資源は障害者にとってアクセス可能で有効な資源である
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という認識をもっているのに対し，実際には，障害者自身は家族以外の地域

社会の社会資源とはつながりを感じていないという社会認識の違いを示して

いる。つまり，このような当事者自身の声や視点が直接開発援助の取り組み

に反映されることが必要なのである。開発援助においては受益者の開発過程

への参加を促すアプローチやツールとして，プロジェクト・サイクル・マネ

ジメント（��������	
���������������	�）や関与者分析（��������	�
��������），

参加による学びと行動（������������	
������
��
������
���）などが開発さ

れてきた（国際開発高等教育機構［１９９７］；チェンバース［１９９５］）。障害者の参

加支援もこれらによって進めることが可能である。

　しかし留意すべき点もいくつかある。たとえば，���において障害者とい

う受益者グループの代表・代弁者を選ぶとき，より重度の障害者や知的障害
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図３　開発と障害を統合するフレームワーク

①障害当事者のグループが作成 ②村人のグループが作成

（出所）久野・中西［2004：162］

（注）円の大きさは重要さを，障害者からの距離はアクセスの度合いを示す。
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者，女性や子供，農村地域の障害者などの声がきちんと反映されるような選

出がなされるべきである。関与者分析において関与者群として障害者という

一群を作るだけでよい場合もあれば，障害の種類や年齢，居住地などによっ

てさらに詳細なグループ分けが必要な場合もある。���においては，非識字

者を考慮した絵の活用が推奨されてきたが，視覚障害者にとっては逆にそれ

が参加の障壁となる。このように，障害者の参加を考慮するには特有の配慮

事項もあり，今後より一層そのノウハウが蓄積されていく必要がある（久野

［２００３］）。

第５節　フレームワークとツールを超えて――開発援助と障害

のさらなる課題――

　本論考では，開発援助という枠組みにおいて障害を捉え，読み解き，取り

組むための枠組みとその具体的な方法について論じてきた。それらを踏まえ

て最も重要であるのは，障害者自身が開発援助の意思決定や実施過程に参加

し，アクセスや効果，また持続可能性などに対して障害の視点を反映してい

くことの必要性である。たとえばここまで論じてきたような枠組みや方法が

とられなかったとしても，障害者の参加があれば，それは実際には十分な変

革の道筋をつけるものとなる。逆にこれらの枠組みがあったとしても，そこ

に障害者の参加がなければそれは単に器があるだけに過ぎないともいえる。

　しかし，これをもとに「障害者の参加」を単なるスローガンとしてしまう

ことには，ある種の危険があるとも感じている。たとえば，ある開発援助プ

ロセスに先進国の障害者がコンサルタントとして参加しているだけで「その

プロジェクトには障害者が参加しているからよい」とはいえないだろう。「障

害者の参加」が本来意味しようとしていたのは，「（障害のあるなしにかかわら

ず）それまで開発援助過程から排除されて受益当事者ひとりひとりが自身に

かかわることに対して関与主体として参加する」ということだろう。
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　もうひとつは，メインストリーミングの戦略が進み，すべての取り組みが

地域社会開発というなかに統合されていくと，もはや地域社会のある１集団，

たとえば女性や障害者などが「これは私たちだけのプログラムで私たちだけ

がその当事者である」とはいえなくなる。強弱はあるにせよ地域社会のさま

ざまな人が関与当事者となる。アリンスキー（���������	
�）の地域社会の組

織化戦略やフレイレ（��������	
�	）のエンパワメント戦略，また障害者運動

を含めた多くの被差別者の社会運動がそうであったように，二分法によって

「我々」と「我々でないもの」との対立の構図を作り上げることで社会運動を

推し進めることは，社会運動としてはわかりやすくまた効果的な方法である。

また，社会開発を人々の運動として進めるには実際にはある程度そのような

戦略を取らねばならないかもしれない。しかし，そのような戦略はインク

ルージョンやメインストリーミングの理念との矛盾も生じさせる可能性もあ

る。開発援助という枠組みにおける「障害者の参加」という言説や当事者性

に関してはさらなる議論が必要であろう。

〔注〕―――――――――――――――

�　����では���の旧国際障害分類にのっとりハンディキャップ（����������

社会的不利）という用語を使っている。ハンディキャップという用語は差別

的・否定的な意味を含有するため，現在ではその使用が好ましくないとされて

いるが，取り組む主問題が心身の機能的な障害（���������	と����������）では

なく，障害者が直面する社会的不利�（��������）�であることを明確にする目

的から，あえてハンディキャップという用語を使い，その区別を明確にしてい

る。����ではハンディキャップを「障害者の存在が無視され，社会から阻害

され，ニーズに対してサービスが受けられない状態」と定義している。
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